
今年は大きな新機能はなし 

 国税庁ホームページの「確定申告書等作

成コーナー」では、画面の案内に沿って金

額等を入力すると、所得税や消費税及び贈

与税の申告書や、青色申告決算書・収支内

訳書等の作成、e-Tax による送信ができま

す。毎年 8～9月に新機能の紹介をしていま

す。今年の内容を見てみましょう。 

所得税のすべての画面がスマホ向けに 

 確定申告書等作成コーナーでは、スマホ

向けの専用画面の提供をしていましたが、

令和 6 年までは一部が PC 向け画面と同じ

画面でした。令和 7 年 1 月からは、所得税

のすべての画面でスマホ向けの専用画面の

提供をするとしています。 

 また、PC で表示される画面も大昔から利

用していた古めかしい画面が一部出ていま

したが、令和 7 年 1 月からはすべてデザイ

ンが統一される見込みのようです。 

スマホ用電子証明書に対応 

 令和 6 年までは e-Tax をマイナンバーで

行う場合は、マイナンバーカードをスマホ

で読み取る必要がありました。令和 7 年 1

月からは、スマホ用電子証明書が利用でき

るようになるため、先にマイナポータルで

申し込みをしておけば、マイナンバーカー

ドの読み取りなしで e-Tax 送信ができるよ

うになります。 

 ただし、令和 7 年 1 月から利用できるの

は Android のみで、iOS については春ごろ

リリース予定とのことです。 

マイナポータル連携はすでに充実 

 マイナポータル連携を行うと、マイナポ

ータル経由で給与の源泉徴収票（勤め先が

e-Tax 経由で源泉徴収票を提出している等

の場合）・生命保険・医療費・ふるさと納税

等、様々な確定申告に必要なデータを一括

で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入

力してくれます。 

 給与収入のみのサラリーマンで、確定申

告内容はふるさと納税と医療費控除のみと

いった場合は、もはや確定申告書はフォー

ムに数字を入力することすら必要としてい

ません。ひと昔前、サラリーマンの方です

と確定申告は「分からない・面倒」というイ

メージをお持ちの向きも多かったと思いま

すが、現在では自宅で 24 時間、スマホとマ

イナンバーカードがあれば気軽にできる手

続きになっています。 
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確定申告書作成コーナー 

新機能の紹介 

とは言ってもスマ

ホの操作が問題な

んですよね････。 


